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※詳細は、お問い合わせください。

員
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入
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員
分
の
受
け
取

り
）

持
ち
物　

▽
現
在
の
保
険
証　

▽
本
人
が
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、

写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
、
国
保

納
税
通
知
書
の
い
ず
れ
か
）
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現
在
、
○乳
 

医
療
証
を
お
持
ち

で
、
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す

る
児
童
は
、
４
月
１
日
か
ら
、

「
○乳
 

医
療
証
」か
ら「
○子
 

医
療
証
」

に
移
行
し
ま
す
。
改
め
て
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
の

で
、対
象
と
な
ら
な
い
方
に
は
、

４
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

※
対
象
者
に
は
、
３
月
下
旬
に

○子
 

医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。
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学
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転
勤
や
就
職
、
進
学
の
季
節

を
迎
え
る
と
、
引
っ
越
し
な
ど

に
伴
う
手
続
き
（
表
１
）
の
た

め
、
市
役
所
の
市
民
課
や
東

部
・
西
部
出
張
所
な
ど
の
窓
口

が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま
す
。

　

特
に
学
校
の
春
休
み
期
間
や

月
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
は
込
み

合
い
、
お
待
た
せ
す
る
時
間
が

長
く
な
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
入
・
転
居
の
手
続
き
は
、

住
み
始
め
て
か
ら　

日
以
内
に

１４

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
の
入
賞
者
で
、
小
・
中

学
校
の
出
前
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

で
幅
広
く
活
躍
し
て
い
る
、
市

内
在
住
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

が
一
堂
に
集
ま
り
、
演
奏
を
お

贈
り
し
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日（
木
・
祝
）

２０

　

午
後
２
時
開
演

出　

演　

甲
斐
史
子
、
松
岡
麻

衣
子
、
松
崎
千
鶴
ほ
か

曲　
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エ
ル
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／
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イ

オ
リ
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コ
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チ
ェ
ル
ト
１
楽

章
、シ
ョ
ー
ソ
ン
／
詩
曲
、レ
ブ

の
入
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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催　

�
小
平
市
文
化
振
興

財
団

申
込
み　

ル
ネ
こ
だ
い
ら
へ
�

　

（
３
４
６
）
９
０
０
０

０４２問
合
せ　

�
小
平
市
文
化
振
興

財
団
�　

（
３
４
５
）５
１
１
１

０４２

エ
ル
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ス
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つ
の
小
品
ほ
か

費　

用　

１
千

５
百
円
（
全
席

自
由
）

※
駐
車
場
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
小
学
校
入
学

前
の
お
子
さ
ん

�
市
役
所
市
民
課

受
付
時
間　

▽
月
曜
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

▽
土
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　

午

前
８
時　

分
〜
午
後
０
時　

分

３０

１５

�
東
部
出
張
所
、
西
部
出
張
所

　

転
入
、
転
出
の
届
け
出
な
ど

の
市
民
課
業
務
を
は
じ
め
、
国

民
健
康
保
険
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
業
務
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す

（
表
２
）。

受
付
時
間　

月
曜
〜
金
曜
日　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

�
動
く
市
役
所

　

市
役
所
や
出
張
所
か
ら
遠
い

方
の
た
め
の
移
動
窓
口
で
す
。

最
寄
り
の
会
場
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
（
表
３
）。

　

取
扱
業
務
は
出
張
所
と
ほ
ぼ

同
じ
で
す
が
、
一
部
即
日
処
理

で
き
な
い
業
務
が
あ
り
ま
す
。

住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証

明
書
、
税
関
係
の
証
明
書
な
ど

は
、
市
役
所
に
事
前
に
電
話
で

請
求
す
る
と
直
近
の
巡
回
日
に

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
証
明
書
自
動
交
付
機

　

市
内
４
か
所
（
表
４
）
に
設

置
し
て
い
る
証
明
書
自
動
交
付

機
を
利
用
し
て
、
休
日
や
夜
間

（
市
役
所
の
み
）
に
も
住
民
票

の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

利
用
に
は
、
暗
証
番
号
を
登

録
し
た
「
こ
だ
い
ら
市
民
カ
ー

ド
」、
ま
た
は
印
鑑
登
録
証
明

書
や
住
民
票
の
写
し
が
取
れ
る

暗
証
番
号
を
登
録
し
た
「
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
が
必
要
で

す
。
事
前
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
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市
役
所
が
開
庁
し
て
い

る
時
間
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
日
曜
・
夜
間

納
税
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。

と　

き　

▽
日
曜
窓
口　

３
月
９
日
（
日
）　

午
前

９
時
〜
午
後
４
時

▽
夜
間
窓
口　

３
月　

日
１８

（
火
）・　

日
（
金
）・　

２１

２４

日
（
月
）・　

日（
火
）　

２５

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課（
入
口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
土
曜
窓
口
（
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
０
時　

分
）

３０

１５

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
度
の
市
税

１９

（
市
・
都
民
税
、固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、軽
自
動

車
税
、国
民
健
康
保
険
税
）

は
、
い
ず
れ
も
納
期
限
が

過
ぎ
ま
し
た
。
ま
だ
、
納

め
て
い
な
い
方
は
早
急
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、「
差
し
押
さ

え
」
な
ど
の
滞
納
処
分
を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

事
情
が
あ
っ
て
納
期
限

内
に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た

方
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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退
職
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
で　

歳
以
上
の
方
と
そ
の
被

６５

扶
養
者
は
、
制
度
の
改
正
に
よ

り
、
４
月
か
ら
、
一
般
の
被
保

険
者
と
な
り
ま
す
。

　

退
職
者
の
保
険
証
（
若
草

色
）
を
お
持
ち
の
方
で
対
象
と

な
る
方
に
は
、
３
月
下
旬
に
、

一
般
の
保
険
証（
サ
ー
モ
ン
色
）

を
配
達
記
録
郵
便
で
お
送
り
し

ま
す
。
な
お
、
給
付
内
容
や
一

部
負
担
金
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

 　

配
達
記
録
郵
便
は
、
郵
便
局

員
か
ら
直
接
手
渡
し
さ
れ
ま

す
。
受
け
取
り
の
際
に
は
、
受

領
印
が
必
要
で
す
。

　

配
達
時
に
不
在
の
場
合
、
保

険
証
は
郵
便
局
に
持
ち
帰
る
の

で
、
ご
自
身
で
郵
便
局
に
連
絡

配
達
記
録
郵
便
に
よ
る

送

付
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を
し
て
、
受
け
取
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
郵
便
局

で
の
保
管
期
間
が
過
ぎ
る
と
、

保
険
証
は
市
役
所
に
戻
さ
れ
る

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 　

事
前
手
続
き
と
し
て
、
３
月

　

日
（
金
）
ま
で
に
、
電
話
ま

１４た
は
封
書
で
問
合
せ
先
へ
申
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
封
書
の
場
合
は
、「
保
険
証
窓

口
交
付
希
望
」と
明
記
し
、世
帯

主
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

保
険
証
の
記
号
番
号
を
記
入
の

う
え
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

受
取
期
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３
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日（
金
）〜
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日（
土
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日
曜
日
を
除
く
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２９午
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８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

（
土
曜
日
は
午
後
０
時　

分
ま

１５

で
）

受
取
人　

世
帯
主
ま
た
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世
帯

窓

口

で

の

交
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市民課の窓口がたいへん混雑します

�
♪江藤俊哉

ヴァイオリンコンクール
市内受賞者リサイタル
甲斐史子、松岡麻衣子、松崎千鶴
ヴァイオリンリサイタル

日
曜
・
夜
間
納
税
窓
口

３
月
９
日（
日
）・　

日（
火
）・　

日（
金
）・

１８

２１

　

日
（
月
）・　

日
（
火
）
に
開
設

２４

２５

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

������������
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表１　引っ越しをするときの主な手続き
届出に必要なもの届出期間届出の種類こんなとき

・本人確認資料（運転免許証、パスポートなど）
・印鑑
・転出証明書（外国からの転入の方はパスポートと戸籍謄
本、附票の写しをお持ちください）

実際に住み
始めてから
１４日以内

転入届
市外から引っ
越してきたと
き

・本人確認資料（運転免許証、パスポートなど）
・印鑑
・印鑑登録証、こだいら市民カード（登録者）
・住民基本台帳カード（交付を受けている方）
・国民健康保険証（加入者）
・老人保健医療受給者証
・乳幼児医療証（受給者）、義務教育就学児医療証（受給者）
・介護保険証（６５歳以上の加入者、受給者）

引っ越す日
が近づいた
ら

転出届市外へ引っ越
すとき

・本人確認資料（運転免許証、パスポートなど）
・印鑑
・住民基本台帳カード（写真付きのカードの交付を受けている方）
・国民健康保険証（加入者）
・老人保健医療受給者証
・乳幼児医療証（受給者）、義務教育就学児医療証（受給者）
・介護保険証（６５歳以上の加入者、受給者）

新しい住ま
いに住み始
めてから１４
日以内

転居届

市内で引っ越
したとき

アパートの部
屋を移ったと
き

※学生寮やアパートに引っ越しをしてきた学生、生徒も届け出が必要です。

表２　出張所で取り扱う主な業務
内　　　　容分　　類

転入届、転出届、転居届など住 民 登 録

出生届、婚姻届、転籍届など戸 籍

印鑑登録申請、廃止申請など印 鑑

市民税・都民税の申告など税 務

市税、国民健康保険税、介護
保険料など納税・納入

資格取得・喪失届など国民健康保険

資格取得・喪失届など国 民 年 金

老人保健医療証交付申請、児
童手当認定請求など福 祉 関 係

住民票の写し、戸籍謄（抄）
本、印鑑登録証明書、登録原
票記載事項証明書、課税・非
課税証明書、固定資産税関係
証明書、納税証明書など

各 種 証 明

表３　動く市役所の巡回日程

金木水火月　　曜日
時間　　

上水南
公民館

小川
公民館

上水南
公民館

小川
公民館

鈴木地域
センター

午前９時３０分
　　　～１１時

大沼地域
センター

中島地域
センター

大沼地域
センター

中島地域
センター

午後２時　
～３時３０分

※土曜・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は休みです。

表４　証明書自動交付機の設置場所・利用時間
利用時間設置場所

月曜～金曜日　午前８時３０分～午後８時
土曜日　　　　午前８時３０分～午後５時
日曜・祝日　　午前９時～午後５時

市役所、東部出張所、
西部出張所

月曜～金曜日　午前８時３０分～午後５時
土曜日　　　　午前８時３０分～午後５時
日曜・祝日　　午前９時～午後５時

大沼公民館・図書館

※年末年始（１２月２９日～１月３日）は休みです。

国

民

健

康

保

険

　

歳
以
上
の
退
職
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
に

65新
し
い
保
険
証
を
送
付


